
大口町告示第２号 

 

 大口町工場等遮熱促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定

める。 

 

  令和８年３月５日 

 

大 口 町 長  鈴 木 雅 博   



   大口町工場等遮熱促進事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

 

 大口町工場等遮熱促進事業補助金交付要綱（令和７年大口町告示第２６号）の一

部を次のように改正する。 

 第７条中「３０日」を削る。 

 第１１条中「又は当該年度の３月３１日（閉庁日にあたる場合は、その直前の開

庁日）のいずれか早い期日」を削る。 

   附 則 

 この要綱は、告示の日から施行する。 
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大口町工場等遮熱促進事業補助金交付要綱の一部改正新旧対照表 

新 旧 

（補助金の交付申請） （補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、次に掲げる書類

を工事に着手する日の前までに町長に提出し

なければならない。 

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以

下「申請者」という。）は、次に掲げる書類

を工事に着手する日の３０日前までに町長に

提出しなければならない。 

 (1)～(10) 略 (1)～(10) 略 

（実績報告） （実績報告） 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了

したときは、終了の日から起算して３０日を

経過した日までに、大口町工場等遮熱促進事

業補助金実績報告書（様式第６）に次に掲げ

る書類を添えて、町長に提出しなければなら

ない。 

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了

したときは、終了の日から起算して３０日を

経過した日又は当該年度の３月３１日（閉庁

日にあたる場合は、その直前の開庁日）のい

ずれか早い期日までに、大口町工場等遮熱促

進事業補助金実績報告書（様式第６）に次に

掲げる書類を添えて、町長に提出しなければ

ならない。 

 (1)～(6) 略  (1)～(6) 略 
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